
双葉町の復興まちづくりの検討にあたって考慮すべきスケジュール 
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➢仮設住宅 
  （借上げ含む） 

➢ 帰還困難区域の 
 精神的損害一括賠償 

➢営業損害 
  ✦給与所得 
  ✦農林業以外 
  ✦農林業  

➢国の見通し 
（双葉町の人口に占める割合） 

➢燃料取出し 

➢廃炉作業 

➢国の復興期間 

H23.3.11 3年 5年 10年 20年 50年 

H26.3末（福島県内） 
3年 阪神・淡路大震災の応急仮設住宅 

の最後の退出は5年後 

H24.6 H29.5 5年 

H24.3 

H24.1 

H26.2 2年 

H27.2 3年 

5年 H28.12 

H33.3 H28.3 

5年 

復興集中期間 

10年 

ｽﾃｯﾌﾟ２完了 

  H23.12 

使用済燃料プール内の 
燃料取出し開始（２年以内） 

燃料デブリ※取出し開始 
（１０年以内） 

※燃料と被覆管等が溶融し再固化したもの 

廃炉措置完了（３０～４０年後） 

～Ｈ25 ～H33 

H53～H63 

✦避難指示解除準備区域 
  （20mSv/年以下） 
✦居住制限区域 
  （20～50mSv/年） 
✦帰還困難区域  
  （50mSv/年超） 

当面はモデル事業を実施 

H24～25年度にかけての除染を目指す 

 H24年内目途に10～20mSv/年の地域（学校等は5mSv/年（1μSv/時）以上）の除染を目指す 

H25.3末迄目途に5～10mSv/年の地域の除染を目指す 

H26.3末迄目途に1～5mSv/年の地域の除染を目指す H24.12 

H25.3 

H26.3 

➢国の見通し 
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※県による 

H44 H34 H29 

21% 7% 0% 

H24 

✦ 50mSv/年超 
✦ 20～50mSv/年 
✦ 20mSv/年以下 

75% 

54% 

25% 

24% 

2% 

42% 

50% 

18% 

81% 

（※）12/12の委員会で木村委員より、双葉町の帰還可能な時期について算出結果を説明頂く予定。 
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燃料デブリ※取出し完了 
（２０～２５年後） H43～H48 





（出典）平成２４年６月９日 双葉地方町村及び福島県と国との協議会 配布資料からの抜粋 

事故前の居住状況に基づく線量区分毎の人口分布（機械的計算） 
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